
令和７年１２月１２日 

 

 

指定管理者の指定について 

 

 

第１０８号議案 

施設の名称  福井県すいせんの里 

         指定管理者候補者選定結果 ・・・・  １ 

         指定管理者指定申請書 ・・・・・・  ２ 

第１０９号議案 

施設の名称  福井県乳製品加工体験等施設 

         指定管理者候補者選定結果 ・・・・  ９ 

         指定管理者指定申請書 ・・・・・・ １０ 

第１１０号議案 

施設の名称  小浜漁港指定管理施設 

         指定管理者候補者選定結果 ・・・・ １８ 

         指定管理者指定申請書 ・・・・・・ ２０ 

 

 

 

農 林 水 産 部 

資料 No.１ 



「福井県すいせんの里」の指定管理者候補者の選定について 

 

 

 福井県すいせんの里の指定管理者の指定について、指定管理者候補者を次の

とおり選定いたしました。 

 

 

１ 団 体 名  越前町 

 

２ 所 在 地  丹生郡越前町西田中第１３号５番地１ 

 

３ 指定期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 

４ 選定理由   

越前町は、福井県すいせんの里の近隣に自らの施設を整備し、「越前岬

水仙ランド」としてそれらを一体的に運営することにより、効果的、効

率的な管理運営を行っています。また、一体的な管理運営を通じて地域

の振興や観光資源の活用が図られ、各々の施設の効用が最大限に発揮さ

れており、当該団体に管理を行わせる必要があると認められます。 

以上の理由から、公募によらず当該団体を福井県すいせんの里の指定

管理者候補者に選定します。 

 

５ 申請団体  

   １団体 

   丹生郡越前町西田中第１３号５番地１ 越前町 町長 髙田 浩樹 
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「福井県乳製品加工体験等施設」の指定管理者候補者の選定について 

 

 

 福井県乳製品加工体験等施設の指定管理者の指定について、指定管理者候補

者を次のとおり選定しました。 

 

 

１ 団 体 名  大野市 

 

２ 所 在 地  大野市天神町１番１号 

 

３ 指定期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 

４ 選定理由   

大野市は、福井県乳製品加工体験等施設の近隣に自らの施設を複数整

備し、それらを一体的に運営することにより、効果的、効率的な管理運

営を行っている。福井県乳製品加工体験等施設についてもこれらの施設

と一体的に運営することにより、施設の効用が最大限に発揮され、ひい

ては六呂師高原の振興や観光資源化が図られることになる。 

よって、福井県乳製品加工体験等施設の指定管理者は、公募によらず

大野市を選定する。 

 

 

５ 申請団体  

   １団体 

   大野市天神町１番１号 大野市 市長 石山 志保 
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           「小浜漁港指定管理施設」の指定管理者候補者の選定について 

 

   小浜漁港指定管理施設の指定管理者の申請の募集について、小浜漁港指定管理施設の指定管理者

選定委員会の審査結果を踏まえ、指定管理者候補者を次のとおり選定いたしました。 

 

 

   １ 団体名   株式会社イワタ 

 

   ２ 所在地   福井県小浜市小浜多賀９８番地３ 

 

   ３ 指定期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間 

 

   ４ 選定理由 

      当該団体は、小浜漁港指定管理施設の指定管理者選定委員会の審査において、福井県漁港

管理条例で定める指定の基準に適合しているものとして評価されました。 

      特に、２０年に渡り小浜漁港指定管理施設を安定的に運営しており料金収入を確保してい

るなどが評価され、小浜漁港指定管理施設の設置目的を効率的に達成することができ、指定管

理者としてふさわしいと認められるため、当該団体を指定管理者候補者に選定します。 

 

   ５ 申請団体数 

      １団体 

      福井県小浜市小浜多賀９８番地３ 

      株式会社イワタ 代表取締役 岩田克彦 

 

   ６ 選定委員会での審査結果 

    ① 選定委員会委員 

      村井 忍    小浜海上保安署長 

      松浦 忠義   株式会社そともめぐり 代表取締役社長 

      友本 まゆみ  若狭路女将の会わかさ会 会員 

      古屋 美和   岩﨑事務所 副所長 

      石本 健治   福井県農林水産部水産課長 
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② 審査結果 

審査基準 配点 

申請団体名 

株式会社 イワタ 

１ 県民の平等利用の確保 適／不適 適 

２ 施設の効用の発揮 

 ・設置目的と事業内容との適合性 

 ・サービス向上のための取組内容 

 ・利用促進のための取組内容 

 ・利用料金の設定に関する提案 

 ・利用者の意見の反映、業務改善 

 ・新たな企画提案の有無、内容 

 ・提案した計画の内容の妥当性、実現可能性 

１５０ １３３ 

３ 管理の経費の縮減 

 ・管理運営にかかる県の歳入額 

 ・提案した提示額の妥当性、実現可能性 

 

※団体の申請額（５年間） 

１５０ １５０ 

下限額 

２０，４４０千円 

 

２１，１６０千円 

４ 管理を安定して行う能力 

 ・人的能力（管理運営組織、人員配置等）の

内容 

 ・物的能力（収支計画、資金調達、危機管理

等）の内容 

 ・申請者の実績 

 ・申請者の安定性、信頼性 

・業務全般に対する取組み姿勢 

・提案した内容の妥当性、実現可能性 

２００ １９３ 

総合得点（満点５００） ５００ ４７６ 

       ※ 点数は５名の選定委員の採点の合計点 

 

③ 講評 

       ○ 審査基準１については、県民の平等利用が確保されると評価された。 

○ 審査基準２については、小浜漁港指定管理施設の設置目的や業務に沿い、管理運営業

務仕様書の内容を踏まえた計画であることが評価された。 

○ 審査基準３については、募集要項に定めた県への納付額の下限を下回ることなく、 

適当であると評価された。 

○ 審査基準４については、小浜漁港指定管理施設の現在の指定管理者としてこれまで

の実績や、今後も安定した運営が期待できることが評価された。 

      ○ 以上を総合的に評価した結果、株式会社イワタは、指定管理者としての能力を十分

有しており、指定管理者の指定の基準を満たしているものと評価された。 

 

   ７ 県議会の議決を得た後、正式に指定管理者に指定されます。 
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（Ａ４判）

7 　現に行っている業務の概要を記載した書類

2

3

4

8

　定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類

5

　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明

らかにする書類（申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体に

あっては、その設立時における財産目録）

　福井県漁港管理条例第２２条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必
要と認める書類

指定管理者指定申請書

6

　役員の氏名、住所および略歴を記載した書類

　小浜漁港の指定管理施設の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類

1 　小浜漁港の指定管理施設の管理の業務に関する事業計画書

　小浜漁港の指定管理施設の管理に関する業務を行いたいので、福井県漁港管理条例第２１条第２項

の規定により、下記の書類を添えて申請します。

　申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

記

株式会社　イ　ワ　タ

代表取締役　岩田　克彦　　

申請者　　 福井県小浜市小浜多賀98－3

様式第２８号（第９条関係）

　　令和７年　９月３０日

福井県知事　杉本　達治　　殿
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福井県小浜漁港指定管理施設の管理の業務に関する事業計画書 
 
１ 団体の概要 

団体の種別  財団法人 社団法人 株式会社 有限会社 NPO 法人 その他（    ） 
団体名 株式会社 イワタ 
所在地 福井県小浜市小浜多賀 98-3 
代表者名 岩田 克彦 
電話番号 0770-52-1778 
FAX 番号 0770-52-5022 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kk-iwata@angel.ocn.ne.jp 

設立年月日 昭和 39 年 3 月 
資本金（基本財産） 4,000 万円 

従業員数 令和 7 年 9 月 30 日現在        18 人 

主な事業内容 
（必要に応じ別紙） 

福井県知事認可特定建設業（土木、しゅんせつ、とび･土工、鋼構造

物） 
 
内航運送業 
 

同種の施設の管理運

営業務の実績 
（必要に応じ別紙） 

名称 所在地 業務内容 運営期間 
福井県小浜漁

港 指定管理

施設 

小浜市 
 

指定管理施設の管理運

営業務全般 
平成 18 年 4 月 
   ～ 
令和 8 年 3 月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提携団体名 

（複数の団体により構成されたグループにより申請する場合に記

入すること） 
 
 
 

  ※「団体の種別」は、該当するものを○で囲んでください。 

  ※「同種の施設の管理運営業務の実績」には、小浜漁港指定管理施設の類似施設の管理運営実績を記 

入してください。 
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２ 管理運営基本方針 
 福井県小浜漁港指定管理施設の管理運営を行うにあたっての基本方針 
 

当管理運営業務の実施に当っては、各種関連法規の遵守はもとより、「小浜漁港指定管理

施設管理運営業務仕様書」に記された内容を確実に把握し、常に関係行政機関との連絡、打

合せを綿密に行い、その都度御当局の適切なご指導を得ながら業務の運営に臨む。 
又、運営期間中は漁業関係者や地域住民との良好な協調関係の構築に心掛け、公平な管理

運営の下で漁港秩序の維持と周辺地域の環境整備を図りながら運営する事を基本とする。 
 
３ 管理運営業務計画 

 
（１）利用者へのサービス向上についての取組み 
 【各年度において同様の取組みを行う】 
 

利用者が、当施設を信頼し、安全、安心感を持って利用できる事と、不法係留者と比較し

たときの不公平感が払拭出来る事がサービス向上に結びつくものと考え、下記の事項を確

実に実施しながら運営する。 
 

1）日常の点検巡視業務を確実に実施し、点検の専門的な技術の向上に努める。 
  2）利用者に対し適切な時期に、適切な情報を確実に伝達できる体制を確立する。 
  3）普及広報のためのパンフレットを作成し、指定管理施設の利用を呼びかける。 
     
 
（２）施設の利用促進についての取組み 
 【各年度において同様の取組みを行う】 
 

施設には、多くの空き係留スペースが無い事から、積極的な新規利用促進はせず、施設を

利用しながら料金未納の船舶所有者に対して督促業務を強化・継続する事により実質的な

利用促進を図る。 
 
 
（３）施設の維持管理についての取組み 
 【各年度において同様の取組みを行う】 
 

施設の機能や利用状況及び周辺環境については、日常の巡視業務において点検し、その状

態を業務日誌に記録し、常に把握しておく。 
又、施設の設備に不具合な点を見受けたり、放置すると将来的に機能上重大な支障をきたす

と予測されるような状況の場合は、速やかに県の担当者へ報告しその取扱い方の指示を仰

ぐ。 
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尚、施設周辺の環境美化に心掛け、必要に応じて整理整頓、清掃や除草等を実施し、地域住

民との協調に努める 
 
 
（４） 利用料金収入の確保、経費削減についての取組み 
 【各年度において同様の取組みを行う】 
 

県の担当者の協力を得ながら、放置船や不法係留船への働きかけを強力に推進し、施設の

利用促進を図り、料金収入の増大につなげる。 
 業務運営上の経費節減については、管理における事務的業務全般のシステム化を図り、不

必要な書類作成や不確実な資料の作成などのムダを省く事により達成して行く。 
 
 
（５） 利用者の要望等の把握および対応についての取組み 
  

利用者に対して定期的なアンケート調査を実施する事により利用者全体の包括的な要望

を把握する事を基本とする。 
又、日常発生する利用者や関係者からのクレーム情報を貴重な情報ととらえ、的確な解析を

行い、改善の余地のある事項についてはその都度業務管理システムを見直すことにより日

常の業務へのフイードバックを図って行く。 
尚、その時点で改善の困難な情報についても収集保管し、将来の業務改革に反映させる。 
 
 
（６） 目標管理による業務の効果測定についての取組み 
 

毎年、事業実施計画作成時に納入額及び納入船舶数の数値目標を設定し、年次報告次に数

値目標に対する業務の効果測定を行う。 
 
 
（７） その他 
 ア 小浜漁港指定管理施設の指定管理者を希望する理由 
 
 当社は小浜漁港を基地とする作業船舶を保有し、永年、小浜漁港を利用させていただき、

地元関係者とも良好な協調関係のもとに今日に至っております。 
今般、指定施設管理者の指定の申請をする機会を得たことは、永年にわたり惜しみない協力

や指導を頂いた地域において、漁港機能の保全や地域環境整備などを通じて、地域発展に微

力ながら寄与できる、当社にとって最良の機会と考え、管理者の指定を希望するものであり

ます。 
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 イ 外部委託の方針等 
                                        

現在、外部委託の計画なし。 
 
 ウ 緊急時の対応 
 
 平時は、日常の点検巡視を確実に実施するとともに、施設設備の不具合や、船舶の係留状

況に異常を認めた場合には利用者や関係者へ速やかに連絡し、迅速に対策を実施する事に

より災害発生を防止する。 
台風接近や異常気象時においては事前に特別巡視を実施して各関係者へ正確な情報を提

供する。 
 事故や災害が発生した場合には、当社が別に定める緊急時の体制の中に取り込み全社的

に対応する。 
 
 エ 個人情報の取扱いについての考え方 
 
 施設管理業務の実施のために知り得た利用者の個人情報は「個人情報の保護に関する法

律」にもとづき、担当者による業務遂行のためにのみ利用し、何人に対しても、如何なる理

由によるとも他に開示しないことを基本とする。 
 
 オ 地域および関係機関との連携 
 
 漁港施設は地域住民相互の利害が混在する場所である事を深く認識し、地域漁業者の既

得権益を侵害することなく、且つ、指定管理施設が十分機能するよう関係者相互の連携を深

めながら業務を運営する。 
特に、関係者相互で決定した事項については確実に守る事を原点に運営する。 
又、当業務が漁港施設内であることより、福井県、小浜市及び海上保安庁等の行政機関との

打合せ連絡を確実に行い、指定管理施設管理者としての信頼確保に努める。 
 
 カ 自主事業その他の提案 

      適正な管理業務を誠実に継続実施し、常に業績向上を図ることにより将来公設民営の 

マリーナ建設のための社会的環境作りに寄与したいと考えます。 
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４ 組織および運営体制 
（１）管理の業務を行う組織 
 組織 

取締役会長 
 

代表取締役社長 
 

          工事課長        庶務会計係  
 

            工務係  船長 船長   
                  

 特徴 
  当社は海洋土木を主とした、福井県知事認可の建設業者であり、以前から今回の指定管

理施設の維持補修に携わってきました。又、昭和３９年創業以来地域関係者の方々との連携

も良好なうちに推移している。 
 
（２）人員配置、業務内容および勤務体制等 

取締役会長 
 

代表取締役社長 
 

           指定管理施設管理課長 
 
 

   施設管理事務係   管理施設管理者   管理施設管理者  管理施設管理者 
         （清滝,津島,塩竈,川崎担当） （西津担当）  （甲ケ崎担当） 

  各管理施設管理者は工務係（3 名）が非常時のみ、これを担当する。 
管理業務に従事する全ての職員は当社直傭社員であり当社規定の就業規則の拘束下にあ

る。 
 
（３）職員研修および人材育成方針 
 
 「指定管理施設管理運営業務仕様書」をはじめ、関連法規の抜粋版及び利用者や関係者か

らのクレーム情報などを教材として、定期的な指導教育の場を設け、繰返し教育する事によ

り、日常業務のマンネリ化を防止する。 
又、業務上使用する書式などを標準化し、常に新しい情報の水平展開が容易に出来るシステ

ムを構築して業務に臨む。 

（3 名） 

（2 名） 
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５ 令和８～１２年度までの収支計画 
 
収 入                              （単位：千円） 

項目 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 備考 

使用料等収入 10,258 10,258 10,258 10,258 10,258  
貯金利息 2 2 2 2 2  

       
       

計（A） 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260  
 
 支 出                              （単位：千円） 

項目 8 年度 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 備考 

人件費 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 巡視員,事務員 
消耗品費 55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
事務用品 
 

印刷製本費 66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 
広報ﾊﾟﾝﾌ、許

可証他      

光熱水費 79 79 79 79 79 照明灯電気代等 
修繕費 55 55 55 55 55  
委託料（外部委託）       
使用料・賃借料 462 462 462 462 462 事務所経費 
保険料 230 230 230 230 230  
通信交通費 440 

132 
121 

440 
132 
121 

440 
132 
121 

440 
132 
121 

440 
132 
121 

船舶使用料 
巡視車経費 
通信費 
 

その他の支出 110 
30 
77 

110 
41 

110 
30 
77 

110 
41 

110 
30 
77 

110 
41 

110 
30 
77 

110 
41 

110 
30 
77 

110 
41 

潜水点検他 
印紙代 
物品購入 
除草等費用 
諸雑費 

計（B） 6,028 6,028 6,028 6,028 6,028  
 
差引（A）－（B） 4,232  4,232  4,232  4,232     4,232   
     この金額が、指定管理者が福井県に納付する還付金（消費税及び地方消費税額

を含む）となります 
 
※消費税および地方消費税を含めた金額。 
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